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労働委員会制度は、昭和２１（１９４６）年３月３１日に施行され

た労働組合法に基づき誕生しました。福岡県労働委員会では、

平成８（１９９６）年に、労働委員会制度創設 50周年を記念して

「福岡県労働委員会５０年の歩み」を刊行し、その後１０年ごとに

記念誌を作成してきました。本年令和８（２０２６）年３月をもちま

して制度創設８０年となりましたので、今回も、近時１０年を振り

返る「福岡県労働委員会10年間の歩み（平成２８年～令和７

年）」を編纂することにいたしました。 

  当労委の平成２８（２０１６）年から令和７（２０２５）年の業務を振り返りますと、新規の事件

数は、調整事件が６８件、審査事件が７１件でありました。令和５（２０２３）年には、労働組合法

１８条１項に基づく労働協約の地域的拡張適用の申立てが１件ありました。この地域的拡張制

度は、ある地域で同種の業務に就く労働者の大部分が同じ労働協約の適用を受けるようにな

った場合に、その労働協約をその地域の同種の労働者に一律に適用し、当該地域における労

働条件の切下げ競争を阻止することを目的として創設されたものです。この地域的拡張適用

の申立てが労働委員会において決議に至ることは全国的にみても珍しく、労働委員会制度発

足後の８０年を振り返っても、全国で１４件しか例がありません。当労委では、先の令和５年の

申立てが初めての例でした。当労委は拡張適用を認める決議をし、当県知事は決議に基づき

拡張適用を認めています。 

生成A I をはじめとする情報通信技術の発展、SNSの社会への浸透、そして令和２（２０２

０）年に起きた新型コロナウィルス感染症の世界的流行を経て、私たちの生活とコミュニケーシ

ョンの様式は劇的に変化しました。この社会変化に対応すべく、労働委員会の業務も見直され

ています。たとえば、当労委では、令和２（２０２０）年から、あっせんや不当労働行為の調査業

務にウェブ会議システムを導入し、令和４（２０２２）年に電子申請サービスを開始しました。 

本年から始まる次の１０年は、多くの職場に AI が浸透し、世界各国の人々が言語の壁を超

えて多くの情報を交換し、地球規模で影響し合う時代となるでしょう。当労委も、職場で起きる

様々な新たな問題に対応できるよう研鑽を重ねる所存です。皆さまにおかれましては、当労委

の業務に、一層のご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

令和８年３月１日 

福岡県労働委員会会長  所  浩 代 



目     次 

 

序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福岡県労働委員会会長   所  浩代 

 

目次・凡例 

 

歴代会長による随想（歴代順）   

 

 

 

 

 

                                          

平成２８年から令和７年に係る特徴的テーマへの委員随想（氏名５０音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

第1章 労働委員会制度の変遷 

 

 

 

 

 

   

審理の促進と和解 

今後の労働委員会の在り方検討小委員会への参加 

最後の決議～労働協約の地域的拡張適用の決議 

労働委員会実務への IT の活用 

後藤  裕 

山下  昇 

德永  響

上田 竹志 

1P 

4P 

6P 

8P 

労働委員会の妥当性判断 

労組法における使用者性を争点とする命令  

個別労使紛争の委員あっせんについて 

２４年ぶりの公益事業に係る調停事件での和解  

和解における三者構成のメリットと事務局のフォロー 

労働者保護と公正競争の確保に向けて 

福岡労委吉塚合同庁舎移転記念イベントの思い出 

和解のタイミング  

労組法における労働者性を争点とする命令 

 

有馬 紀顕 

大坪  稔 

熊手 艶子 

桑原 忠志 

島添 幹子 

高田 章男 

所   浩代 

中村 年孝 

服部 博之 

 

10P 

12P 

14P 

16P 

18P 

20P 

22P 

25P 

２７P  

第１節 はじめに 29P

P 

 
第２節 国の主な動き 
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第２章 労働争議の調整 
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第1節 新規申請事件の状況  

 1 申請件数 

 ２ 従業員規模別の状況 

３ 業種別の状況 

４ 組合別の状況 

５ 調整事項別の状況 

 

第2節 終結事件の状況 

 １ 終結区分別構成比 
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第３章 不当労働行為事件の審査 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 節 新規申立事件の状況 

１ 申立件数 

２ 該当号別申立件数 
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第 3節 調整事件の特徴 
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（4）その他の手続上の特徴を持つ事件 

３ 社会経済情勢の変化の反映がうかがわれる調整事件 

（１）賃金・労働条件 

（２）働き方改革関連法等の法改正 

（３）ハラスメント関連法 

（４）多様な働き方 

（５）企業内組合等の変化（合併、外部委託、統合など） 

（６）使用者の変化 

（７）労働者の変化 

（８）新型コロナの影響 

（９）外国人を当事者とする事件 

（１０）争議団事案 

 

第 4節 個別労使紛争のあっせん 

５８P 

５８P 

５８P 

６０P 

６１P 

６２P

６２P 

６３P

６３P 

６３P 

６４P 

６４P 

６５P 

６５P 

６６P 

６６P 

６６P 

６６P 

６７P 

６７P 

６７P 

 

６８P 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 節 終結事件の状況 

１ 終結区分別件数 

２ 所要日数 

３ 不服申立ての状況 

（１）再審査申立ての状況 

（２）行政訴訟の状況 

４ 命令の確定状況 

５ 審査の期間の目標及びその達成状況 

（１）審査の期間の目標 

（２）目標の達成状況等 
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第４章 労働協約の地域的拡張適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

 

 

 

 

 

 

 

６ 救済方法 

（１）バックペイ 

（２）ポストノーティス 

７ 命令発出後の対応 

（１）和解認定 

（２）確定命令不履行通知 

８ 審査手続上の特徴的な事例 

（１）新型コロナ対策（ウェブ会議方式での調査） 

（２）調査時の録音禁止 

（３）当事者追加 
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第１節 地域的拡張適用の概要 

 

第２節 令和５年決議について 
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凡    例 

１ 事件の表示 

（１） 労働争議調整事件 

（本文）事件番号は、元号等を省略して表記した。（最初の数字が２７～３１となっているものは

「平成」を、元～７は「令和」を省略） 

（巻末年表） 最初の数字が２７～３１となっているものは「平成」を、元～７は「令和」を省略 

（２） 不当労働行為審査事件 

（本文）正規の事件名から被申立人名を省略して表記した。事件名の前に福岡労委を表示した。 

         例 ： 令和4年（不）第6号〇〇〇〇事件を「福岡労委令和4年（不）第6号事件」と表記 

（巻末年表）正規の事件名から被申立人名、年号等を省略して表記した。 

例 ： 平成 27年（不）第３号〇〇〇〇事件を「27（不）３号事件」と表記 

       最初の数字が２７～３１となっているものは「平成」を、元～７は「令和」を省略 

 

２ 主な略語 

（１） 法令 

旧労組法        労働組合法（昭和２０．１２．２２法律 51号） 

労組法          労働組合法 

労調法          労働関係調整法 

労基法          労働基準法  

行訴法          行政訴訟法 

民訴法          民事訴訟法 

労契法          労働契約法 

フリーランス法    特定受託事業者に係る取引の適正化法 

労委規則        労働委員会規則 

（２） 労働委員会・連絡協議会 

福岡労委        福岡県労働委員会 

都道府県労委    都道府県労働委員会 

中労委          中央労働委員会 

全労委協議会    全国労働委員会連絡協議会 

全労委総会      全国労働委員会連絡協議会総会 

（３） 判決 

高判         高等裁判所判決 

最判         最高裁判所判決 

（４） 関係機関 

労基署       労働基準監督署 

福岡地裁     福岡地方裁判所 

〇〇高裁      〇〇高等裁判所 

最高裁       最高裁判所 



（５） その他 

合同労組     合同労働組合 

団交         団体交渉 

年報         福岡県労働委員会年報 

       新型コロナ    新型コロナウイルス感染症 


